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「著作物の利用環境整備は進んだか」
～授業目的公衆送信補償金制度から3年を経て教育現場から見える課題～
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一般社団法人コンピューターソフトウェア著作権協会



著作権・情報モラル教育の際に伝えたいこと

情報社会の進展（DX・メタバース等）により、著作権をはじ
めとする情報関連法は毎年のように法改正がなされ、ダイ
ナミックに変容している

情報社会に参画し、企業活動・文化活動、教育、スポーツ、
健康福祉振興などに貢献するための5つのスキル

①現在の「法律ルール」を知ること（ルールを知ること）

②「法律ルール」を作ること（ルールを作ること）

③「契約・ライセンス」をすること（ルールを使いこなすこと）

④「司法制度」を活用すること（ルールを使いこなすこと）

⑤「国際的な問題」に対応すること

■モラルとルールを混同しないこと

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会



(参考)DXとは

DX(デジタルトランスフォーメーション)の意義

DXの定義

「世の中の仕組みとしての情報システムを、最新の

情報技術を活用し、全ての人々がよりよい生活が

できるように改革していくこと」

最新の情報技術は、情報の伝達・蓄積・処理を、

きわめて高速に、きわめて正確に、低い限界コストで

実行していくことを可能にする

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会



著作物・情報保護と適正な流通「情報の価値がわかる社会づくり」

法令などの
整備・運用

教育・啓発
技術的手段の

活用

バランスの取れた実施が必要

一般社団法人コンピューターソフトウェア著作権協会



テーマ「利用環境整備と著作権思想普及」

①「授業目的公衆送信補償金制度」は活用されているか

：８０％はＳＡＲＴＲＡＳと契約（48億7,000万円）

②ＣＯＶＩＤ19パンデミック対策としてのメディア授業と対面授業

（2020年4月補償金0円）

：ＩＣＴ授業が進まない本当の理由

③大学におけるＩＣＴ授業の実践と著作権・知財教育

：山口大学知財センター「知的財産教育研究共同拠点」活動

（知財教育で唯一）

④私立中高一貫校での取り組み

：「著作権教育から情報教育へ！」「著作権は情報教育の要」

⑤そのほか（小中公立学校、教育委員会、教員研修の実情）

：ＡＣＣＳの著作権教育の実践「大原則は許諾を得る事！」

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会



情報モラルの森（１９９８年版）

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会



著作権・情報トラブルを「回避」するために

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会

知識 想像力

行動力

機器やサービス
のしくみや特性
を知る

法律ルールを
知る

想像力を働
かせて
結果を予想
する

・その「場」に対応した適切な行動をする
・不安になったら、躊躇せずに信頼できる有識者に確認する。



（説明用参考資料）

①ＳＡＲＴＲＡＳ関連

②山口大学知財教育関連

③ＡＣＣＳ情報教育関連

④そのほか

2023/11/29 一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会



①著作権法の目的
■著作権法第1条 目的

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作
者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な
利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に
寄与することを目的とする。

●文化とは生活の総体（紋谷成蹊大学名誉教授）

■いわゆる公共の福祉、国民が著作物を利用する者であっ
て文化の享受者であるということを念頭において著作者等
の経済的あるいは人格的利益を確保することによって、著
作者等の労苦に報い、その結果として、よりすぐれた著作物
すなわち文化的な所産ができあがっていくことで文化の発展
に寄与する

（著作権法逐条講義七訂新版 加戸守行著より）



文化の発展

国民
公共の福祉

著作者
経済的・人格的
利益の確保

対価（使用料・補償金）還元
労苦に報いる

よりすぐれた
著作物

文化的所産 利用
文化の享受



著作物（9つの例示列挙言えますか？）
■思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美
術又は音楽の範囲に属するもの

• 小説、エッセイ、新聞記事、詩歌、短歌、俳句、脚本、論文、脚本、講演その他の言
語の著作物

• 音楽（楽曲、楽曲を伴う歌詞）の著作物

• バレエ、ダンス、ミュージカル、舞踊又はパントマイムの振り付けの著
作物

• 絵画、版画、彫刻、漫画、書、工芸品、舞台装置その他の美術の著作物

• 芸術的な建築の著作物（設計図は図形の著作物）

• 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

• 映画の著作物

• 写真の著作物

• コンピュータ・プログラムの著作物

■単なるデータやアイディア等は著作権法の保護対象外



著作者人格権

■権利の種類

•公表権：著作物でまだ公表されていないもの（その同意を得ないで公表された

著作物を含む。）を公衆に提供し、又は提示する権利

•氏名表示権：著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供・提示に際し、

その実名・変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利

•同一性保持権：著作物及びその題号の同一性を保持する権利。その意に反して

これらの変更、切除その他の改変を受けない

•著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認めら

れる改変には適用しない

■著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない

■著作物を公衆に提供・提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後にお

いても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしては

ならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が

当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない

■著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格

権を侵害する行為とみなす

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会



著作者が有する権利
著作者人格権 公表権

氏名表示権

同一性保持権

複製権

上演権・演奏権

上映権

公衆送信権

伝達権

口述権

展示権

譲渡権

頒布権

貸与権

翻訳権、翻案権等

二次著作物の利用に関する権利

著作権

著作権法第18条～第20条参照

著作権法第21条～第28条参照



10

演奏

作曲家
著作権者

楽譜出版社

レコード会社

公衆送信・
複製許諾

配信会社・通信カラオケ

放送局

個人

家庭

カラオケBOX

経営者

コンサート
主催者

複製
許諾

複製
許諾

貸与・頒布
許諾

レンタルショップ

公衆送信
許諾

許諾

私的複製
許諾不要

公ではない伝達
許諾不要

演奏
許諾

私的複製
公ではない伝達
許諾不要

個人

著作権の管理を
管理事業者に委
託することも

権利行使のイメージ（音楽の例）



高等教育におけるICT活用教育について（文部科学省 中央教育審議会大学分科会 制

度・教育改革ワーキンググループ（第18回） 平成30年9月配付資料5より）

• ビデオ・オン・デマンド・システムなどリアルタイム配信以外のシ
ステム（ネット配信を含む）を活用 したeラーニングによる遠隔
教育

• テレビ会議システムなどリアルタイム配信システム
（ネット配信を含む）を活用した遠隔教育

• 学修管理システム（LMS）を利用した事前・事後学習の推進

• 教室の講義とeラーニングによる自習の組合せ、講義とインター
ネット上でのグループワークの組合せ
（いわゆるブレンディッド型学習「深い学び」）の導入

• 携帯端末を活用した学生応答・理解度把握システム
（いわゆるクリッカー技術）による双方向型授業

高等教育におけるICTの活用



経緯：教育現場の著作権に関する問題意識

• 近年、情報通信技術を活用して行う教育（以下「ＩＣＴ活用教育」）
が教育の質の向上や教育格差の是正に果たす役割が注目され
ており、政府としてもこれを推進することとしている。しかしながら、
これを推進していく上での障害の一つに、著作権の処理を巡る課
題が指摘されている

• 教育機関において、権利処理の手続上の負担から、著作物等の
利用を断念する場合が多く、教育上必要な著作物をＩＣＴ活用教育
において円滑に利用できないという実態がある

• 授業内容との関係で重要性が高いとまでは言えない図表や画像
等は削除する、権利処理不要で利用できる著作物に差し替える、
法第３２条（引用）に係る権利制限規定の範囲内で利用できる対
応に調整する等の処理が行われ、利用する著作物の削除や差し
替えが困難で、かつ「引用」にも当たらないと判断された場合のみ
著作権処理が行われている。



補償金請求権の付与について
文化審議会著作権分科会報告書（平成29年4月）より

• 複製、同時授業公衆送信、異時授業公衆送信という行為類型のいかんにか
かわらず、権利者に及び得る不利益はいずれも軽微とは言い難いのではな
いか

• 複製には物理的制約、同時授業公衆送信には時間的・場所的制約あることから、
著作物利用の頻度・送料は比較的限定的で異時授業公衆送信等に比べて軽微な利
用が多いと考えられる

• 現在無償で可能となっている教育機関における複製や同時公衆送信を補償金請求権の対象とした場合、
教育現場の混乱を招きかねず、教育現場における著作物の利用を促進し、教育の質を向上させることに
より文化の発展を達成するという法目的が達成できなくなる

• 異時授業公衆送信等は、時間的・場所的・物理的制約がなく、著作物が送信される頻
度や送料が大きくなり、複製や同時授業公衆送信に比べて権利者に及ぶ不利益の
度合いが大きいと評価できる

• 教育機関における著作物の利用を促進するという観点から、既存の秩序を尊重し、
新たに権利制限を設ける異時授業公衆送信等についてのみ補償金請求権を付与す
ることが適当

• 諸外国では、学校等における著作物の利用に関する権利制限規定において、複製、公衆送信のいずれも
補償金請求権等の対象としている例が少なからずみられるが、少なくとも一定の範囲で権利者への対価
の還元を行うこととなる点において、国際的な制度との調和が一定程度諮られることとなる



改正に向けて：報告書の内容

■方向性

権利者の正当な利益の保護とＩＣＴ活用教育における著作物の利用の円滑化
のバランスを図るため、異時授業公衆送信等に補償金請求権を付与しつつ、
新たに法第３５条の権利制限規定の対象に

■具体的な５つの要請

①権利者側における、教育機関における教育活動に与える手続き上の負担を軽減す
るための窓口の一元化

②補償金額を定めるための意見集約を行うための体制の整備

③法解釈のガイドラインの整備

④ライセンススキームの構築

⑤教育機関における、研修・普及啓発活動の実施内容や方法の具体化に向けた検
討

⇒2018年5月、著作権法改正（3年以内に施行）



教員

校内

教材

インターネット経由

オンライン授業
予習・復習用等

（自宅）
オンデマンド型の遠隔授業
（遠隔地の教室）

紙のコピー

権利制限
※1

※2 同時中継合同・遠隔授業
（ 対面での授業を、インタ
ーネットで遠隔地の別教室等
に同時中継）は、引き続き無
許諾・無償

※1 著作権者の利益を不当に
害することとなる利用は許諾
が必要。その他、著作権法32
条（引用）など35条とは異なる
条文が適用になって無許諾・
無償で利用できる場合あり

赤線が補償金の支払い
で青線に

補 権
償 利
金 者
の の
支 許
払 諾
い は
必 不
要 要

校外
ク ラ ウ ド ・サ
ーバー等

※3 URLを伝え、各自がネットに
既に第三者がアップした情報
を直接参照するだけの場合は
教育機関が行う公衆
送信とはならない

著作権法第35条（公衆送信・改正後）



著作権法第35条の諸要件（複製・公衆送信・伝達）

学校その他の教育機関？ No→
35条以外の権利の制限に当たるかどうかチェック

あたらないのであれば許諾を求める

↓Yes

授業の過程？ No→
35条以外の権利の制限に当たるかどうかチェック

あたらないのであれば許諾を求める

↓Yes

使うのは先生か生徒？ No→
35条以外の権利の制限に当たるかどうかチェック

あたらないのであれば許諾を求める

↓Yes

必要と認められる限度？ No→
35条以外の権利の制限に当たるかどうかチェック

あたらないのであれば許諾を求める

↓Yes

権利者の利益を不当に害していない？ No→ 許諾を求める

↓Yes ↓Yes

複製または伝達利用？
公衆送信利用で同時中継合同・

遠隔授業ではない？
No→ 同時中継合同・遠隔授業なら許諾不要で利用可能

↓Yes ↓Yes

許諾不要で利用可能
設置者が授業目的公衆送信補償
金を支払っていますか？

No→
設置者に支払いを依頼する（支払わないで公衆送信を
した場合、設置者には法定債務の不履行として損害賠
償責任の対象）

↓Yes

許諾不要で利用可能



著作権制度の理解を図る→「創作・創造」を促す！
⇒要請⑤教育機関における、研修・普及啓発活動の実施内容や
方法の具体化に向けた検討

■政府が目指すICT活用教育の推進にあたり、教育関係者/権利者

ともに著作権制度への理解を深めていくことが必要不可欠

• 著作権侵害への懸念や補償金負担に起因するICT活用教育の
委縮の回避

• 改正著作権法第３５条運用指針への理解促進

■教育機関における手続きに関する理解

• 許諾を得る必要がある場合
• 補償金の支払により利用できる場合

■教育著作権フォーラムにおける検討も踏まえつつ、共通目的

事業を活用するなどした教育機関/権利者間の理解・連携・協力

関係の促進



教育現場向け一元的ライセンス体制の検討
⇒要請④ ライセンススキームの構築

■著作権法に定める権利制限規定の適用を受けない教育機関内
の著作物利用に関しては、従来どおり権利者の許諾が必要

■教育関係者からライセンス環境の整備を求める声がある、文
化審議会著作権分科会報告書（平成29年度）が 示す方向性の
実現に向け、検討継続

• 著作権等管理事業法に基づき、文化庁長官に対し著作権等管理事業者
として登録（2020年9月）

• 補償金制度とSARTRASライセンスが一体となり、ICT活用教育を進める
上で、教育機関の設置者や教員、学生にとってのコンプライアンスの実
現の一助となる著作物等の利用環境の提供を目標

• 2023年5月17日成立した改正著作権法における、いわゆる「簡素で一元的
な権利処理」の動向も視野に



ライセンス実現に向けた課題
■具体的なニーズが権利者側に伝わっていないため、権利者側でライセ
ンスのビジョンが明確になっていない

■権利制限に基づく制度との大きな違いとして、SARTRASが仮に一元的

ライセンス業務を行うためには、他の著作権等管理事業者同様、

権利者との間で権利の管理委託契約を結ぶ必要がある

■言い換えれば、SARTRASのライセンスで利用が可能となるのは、

SARTRASが管理委託契約を結んだ権利者の著作物に限られる

• 管理対象以外の権利者の著作物利用については、当該権利者の許諾が必
要となる

■権利者として納得のいく額の使用料と、より精緻な利用報告に基づく

分配が実現しないのであれば、権利者は管理を委託しない（権利者に

は管理委託しない自由がある）



その他の取り組みと課題
■これまで以上に利用しやすい制度の実現

• 教育機関設置者と現場の教員、学生との情報共有の促進

• 改正著作権法第３５条運用指針の充実化

• 教育目的の権利制限利用を補償金対象として３５条に一本化

• 授業目的の複製や同時遠隔合同授業における公衆送信

• （初等中等教育）デジタル教科書の公衆送信

■ICT未活用教育機関設置者への案内・説明

• ICT活用教育の必要性の強調

■分配方法の改善

• 教育側・権利者側双方の利用報告負荷の軽減

• 利用報告対象教育機関の数の拡大

• 分配対象権利者の数の拡大

■共通目的事業の充実化 51



②山口大学知財教育関連

■山口大学知的財産権センター（平成16年設立）

■「知的財産教育研究共同利用拠点」活動

山口大学研究推進機構知的財産センターは実践的知
財教育（学生に対する知財教育の必修化等）が評価さ
れ、平成27年文部科学大臣より「知的財産教育」共同
利用拠点大学に認定される。

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会







一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会







③ＡＣＣＳ情報教育活動

■山口大学、行政書士会連合会、ＡＣＣＳの３組織合同

著作権思想普及事業の展開（著作権教育Eネットワーク）

■山口大学、国士舘大学、東京工芸大学等

著作権・知的財産法講義

■全国少年院、私立中高一貫校での「情報社会の安全・

安心教育」（著作権・情報モラル１０か条づくり）

■ＡＣＣＳ情報教育推進プロジェクト（基礎情報学研究会等）

■著作権関連団体、情報アクセスビリティ向上団体

（全視情協）との連携

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会



創作活動と地域の活性化（知財教育の重要性）

・文化産業は著作権産業
・地域の固有性と住民の創造性の活用
・文化、創作の裾野を広めることが肝要

商業活用
可能

発見・発掘

市民の創作
活動

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会

文化
（生活の総体）



創作は生命情報を源泉とする

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会

「AI×クリエイティビティ情報と
生命とテクノロジーと。」より

ACCS×松本零士先生ポスター





１３歳からの著作権 著作権法基本の基

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会

2022年刊行

PART1 入門編
これだけは知っておこう

PART2 初級編
著作者にはどんな権利がある

PART3 中級編
著作権を侵害されたらどうする

PART4 番外編
著作権に関連する制度や法律

知っておきたい著作権Q&A



情報モラル宣言 インターネット時代の生きる力を育てる

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会

2006年刊行
第１章 数字で見る情報社会と情報モラル
第２章 情報モラル10ヶ条と学校での取り組み
第３章 情報モラル運動がもたらす創作の復興
第４章 情報モラルと親・大人・市民の責任
第５章 情報モラル都市宣言
第６章 世界に広がる情報モラル



人生を棒に振るスマホ・ネットトラブル

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会

2014年刊行
第1章 ひとつの投稿で一生が台無しに
第2章 拡散の怖さを知らない子どもたち
第3章 SNSの悩ましさ
第4章 違法行為で人生を棒に振らないために



AI×クリエイティビティ（AI生成ソフト問題を考える！）

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会

2019年刊行
第1部 AIの時代
第1章 テクノロジーのちから
第2章 機械的生命・機械的頭脳への欲望
第3章 人間と機械は同じなのか
第2部 生物と情報の相即不離
第4章 生物とはなにか=オートポイエーシス
第5章 はじめに「情報」があった
[インタビュー1] 創作は体験に根ざす

松本零士(漫画家)
第3部 AI時代の創作
第6章 創るために,生命情報に耳を傾ける
第7章 創作のため,先人の知恵を借りればいい
第8章 唯一無二だからこそ,唯一無二の表現ができる
第9章 創作とテクノロジー
第10章 創作の倫理
第11章 創作の有機的な連関を支える
[インタビュー2] 音声認識技術によって価値をもたらす

鈴木清幸(アドバンスト・メディア社会長)



基礎情報学入門（西垣 通著）

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会



ビジネス著作権検定（初級教育著作権検定）

ビジネス実務、日常生活
においてますます必要とさ
れる著作権に関する知識お
よび関連する知識について、
その基礎的な理解、具体的
な裁判例・ビジネス実務に
おける慣例を基準とする事
例判断での応用力をそれぞ
れ測定する検定です

BASIC、初級、上級があり
ます。教育著作権検定もあ
ります。

一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会

公式サイト（https://www.sikaku.gr.jp/bc/）より



ご清聴ありがとうございました

■ACCSでは教育機関や企業、各種団体で実施する著作権や情
報モラルに関する講習会等に職員を講師として派遣しております。
また、著作権・情報モラルに関するご質問も受け付けております。
気軽にお問い合わせください。

公式Webサイト http://www2.accsjp.or.jp/
著作権侵害事件の情報のほか、「著作権Q&A」
著作権やソフトウェア管理に関する小冊子のPDF配布も
行っております

スマートフォンサイト」 http://www2.accsjp.or.jp/sp/
「著作権Q&A」「4コマ漫画」を公開しています


